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江戸川区マンション管理組合セミナーの報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部 

「マンション保険の基礎知識」 

  講師：損害保険プランナー 丹生屋
に ぶ や
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冒頭、マンション保険は過渡期ということで、近

年自然災害が増えて、その一方で老朽化マンション

が増加し、漏水事故が多発していることが報告され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ました。 

そのため、保険料が値上がりしている現状や今後

も継続して値上がりが続く見込みです。また、そもそ

も保険は、一部を除いて、原則経年劣化は補償されな

いという基礎知識も紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、丹生屋氏は、マンション保険、補修項目を

丁寧に一つ一つ説明されました。例えば、火災・破

裂爆発・落雷について、破損・汚損について、風

災・雹（ひょう）災・雪災について、外部からの飛

来・衝突について、水漏れ損害や水災について、な

どです。 

また、漏水原因調査費には調査に伴う復旧費用も

含まれることや、地震保険特約、建物管理者賠償特

約、個人賠償包括特約なども、分かりやすく説明さ

れました。 
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第９０号 

令和 7 年 3 月 20 日（木曜日・祝日）船堀コミ

ュニティ会館において、江戸川区マンション管理組

合セミナーが開催されました。テーマは、「意外と

知らないマンション保険」です。東京都マンション

管理士会城東支部、江戸川建築設計協同組合、江戸

川区内マンション協議会の３者の主催、江戸川区の

後援で行いました。参加人数は約 30人。今回は、

その概要をお知らせします。 
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丹生屋氏作成資料抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、保険の見直しのポイントについて解説が

ありました。補償項目の見直し、保険金額の見直

し、保険期間の見直しをした上で、見積は複数社か

ら取り、保険のプロに相談することが重要というこ

とでした。 

 「保険は弱者の味方ではなく、知っている人の味

方」「保険の内容を自分たちで把握するという意思

が大切」と強調されました。 

 

第二部 

「マンション保険の事例紹介」 

講師：マンション管理士 祢宜
ね ぎ

 秀之
ひでゆき

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部では、マンション保険で対応したいくつか

の事例が写真付きで分かりやすく説明されました。

具体的な事例として、火災、落雷、風災、雹（ひょ

う）災、外部からの物体飛来、車両衝突、漏水被

害、水災、突発的事故などが紹介されました。 

すべて、具体的な事例に基づく報告ですが、あく

までも認定内容、金額は参考値であり、実際は個別

の事故において、変動することが説明されました。 
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祢宜氏作成資料抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、マンション保険は何も知らないと、すべ

てが管理組合の費用で修理、修繕することになるこ

と、無用なトラブルを生むことになりかねないとい

うお話がありました。 

管理組合役員や区分所有者は、思い込みで判断す

るのではなく、保険会社に相談しながら、進めてほ

しい、また、管理会社のなかには、保険の知識が不

足している場合もあると注意喚起されました。 

 

第三部 

 質疑応答 

 参加者の方々から寄せられた質問に講師の丹生屋

氏と祢宜氏が回答されましたので、その一部を紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 水災について、保険適用になるのはエレベー

ターのピットに 45 ㎝以上浸水した場合という

ことですが、どのように証明するのでしょうか？ 

A 壁面に跡が残るので、メンテナンス会社に撮

影してもらう。若しくはメンテナンス会社の報告

書や証言などで明らかにする方法もあります。 

 

Q 地震の規模によって震源地から何㎞以内は

全損地域という指定がされる場合があると説明

がありましたが、建物が残っていても全損地域内

だと全損扱いになるのですか？ 

A 指定されれば震源地から一定の距離の範囲

は、全損でなくても全損扱いになります。 

 

 

Q 給排水管の水漏れについては経年劣化でも

補償対象という説明ですが、これに回数制限はあ

りますか？5 年間で 10回も使っているから、こ

れ以上は保険がおりないと聞いたことがあります。 

A 約款の内容にもよりますが、回数制限がない

のが通常です。解釈の問題と言うこともあります

が、そもそも回数制限を決めているのは良くない

です。保険期間中は制限をしてはならないという

決まりがあります。 

 

Q 機械式駐車場のピットの冠水被害は保険の

補償対象になりますか？建物の直下にあるのと

建物外にあるのでは違うと聞いたことがありま

す。 

A 約款によるので一概に言えませんが、建物の

直下にある場合、破損・汚損被害、水災被害の両

方に該当する場合があります。排水ポンプの故障

であれば、給排水設備故障で補償の対象となりま

す。ただし、故障ではなく純然たる性能不足や定

期点検での故障の指摘を管理組合が放置してい

た場合など、補償対象とならない場合があるの

で、設備の性能に問題がなかったか、きちんとメ

ンテナンスをしていたかなどによって違いが出

てくるでしょう。 

 

Q 個人賠償責任保険について、そもそも管理

組合として入らなければいけないものですか？ 

A 入らないといけないものではありません。

費用負担の問題で契約から外す検討をしている

ところはあると思いますが、外した後のリスク

（理事が個人のトラブルに巻き込まれるなど）

を考えて、実際に外しているところは少ないと

思います。ただ、管理組合加入の保険で賠償し

ても管理組合から加害者への求償権はありませ

ん。なお、保険内容の変更については総会の承

認が必要です。 
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マンションにおける音の問題について考えよう    マンション管理士 中村 博幸 

 

 

 

 

 

 

 

今回はマンションにおける音の問題について、考

えてみましょう。さて音の問題とは何でしょうか。日

常的に困っている方には大きな問題ですが、そうで

ない多くの方は「お隣さんや上階の音のこと？」くら

いに思うかもしれません。国土交通省の令和５年マ

ンション総合調査において、マンション内トラブル

の上位３つは、音問題、ペット問題、駐輪場問題で、

音の問題は昔からトップ３に入っていました。 

 

 

 

 

 

 

最近、上階のお子さんが遊び盛りになって走り回

る音が気になるなどありませんか。実は十数年前、ご

自身のお子さんが小さい頃には同じ思いを下階の方

にさせていたかもしれませんね。時期によって立場

が逆転したりもします。このように、マンションでは

知らず知らずに自室が音の発生場所になることがあ

ります。そうならないように皆さんで学んでいきま

しょう。 

 

音問題の種類と特徴 

 

問題となる音には、いろいろな種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住民同士の音（両隣や上階からの騒音） 

・マンション内設備からの構造音（エレベーターや 

排水音など） 

・マンション共用部分での騒音（大声や機械音など） 

 

また音はその伝搬の媒体によって表１のように２

つに分けられます。 

このように空気音と固体音は特徴が異なります。

マンションにおいて厄介なのは固体音で、マンショ

ン躯体を通して遠くまで伝わり、また、発生場所を特

定しにくいという点も挙げられます。 

 

音の発生場所にならないために 

 

先ずは音の発生原因を作らないために行動を意識

しましょう。住人の皆さんが音に関わる行動を意識

すれば、マンション全体として、音のトラブルは激減

します。例えば以下です。 

 

 ・静かに歩く 

 ・椅子は引き摺らない 

 ・物の落下に気を付ける 

 ・扉は静かに閉める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．空気音と個体音の特徴 

種類 概要、特徴 具体例 

空気音 

（空気伝搬音） 

空気を振動させて伝わる音 

遠いほど小さくなり、壁などによる迂回

でも小さくなる 

子供の泣き声 

人の話し声 

テレビや音楽 

個体音 

（個体伝搬音） 

床、天井、壁などを振動させて伝わる音 

マンションの躯体を通じて遠くまで伝

わりやすい（例：糸電話） 

発生原因を特定しにくい 

足音 

椅子の引き摺り音 

扉を閉める音 

風呂・トイレの排水音 
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こう考えると窮屈に思えますが、隣室や上下階か

ら苦情が来るともっと居心地が悪くなるので、戸建

てではなく、集合住宅と割り切って努めていきまし

ょう。これらへの配慮がトラブルを未然に防ぎます。 

 

管理組合としては、皆さんが音の発生場所になら

ないように注意喚起をしていきましょう。マンショ

ントラブルは、発生と解消を繰り返します。時期を空

けて繰り返しの注意喚起が有効です。 

 

リフォームで音問題を防ぐために 

 

多くのマンションでは、上下階で同じ、もしくは

類似の間取りとなっており、風呂やトイレの排水音

が問題になることは少ないとされています。もし、問

題となり、多くの階で同様の状況の場合、構造的な問

題として、管理組合からデベロッパーへ対応を要求

することになります。 

 

ただ、フルリフォームの際には注意が必要です。

リフォーム前は、キッチンの上にキッチンが、お風呂

場の上にお風呂場があり、リビングの上にリビング

があり、類似の生活形態です。フルリフォームなど

で、トイレの位置を変え、従来のリビングの位置に移

動したりすると、下階の人は、リビングでの食事中

に、頭の上で、上階の人のトイレを流す音を聞かされ

るようになり、不愉快な気持ちにさせられます。ま

た、その逆もあるでしょう。自分が配置替えのリフォ

ームしたことにより上階のトイレの下に自分自身が

リビングを置いてしまうなどです。 

このような配置になると、音問題だけでなく、漏

水事故時は大変なことになり、あまり想像したくあ

りません。このようなことからも、マンションによっ

ては使用細則でリフォームの際に水回りの配置変更

を禁止しているところもあります。 

 

また、畳敷きの和室をフローリングの洋室に変え

ることで、遮音性能は低下します。フローリングは直

接的に音を伝搬するので、床材の性能についても十

分に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

床材の遮音性能 

 

床材の遮音性能は、L 値（floor impact sound 

Level）で表されます。上の階の床衝撃音が、下の階

でどの程度まで聞こえるかによって、等級で分類さ

れます。 

 

L 値には、LH 値と LL値の 2 種類があります。 

・LL 値（=Light weight）：イスの移動音やおもち 

ゃが落下する音などの 

軽量床衝撃音に対する遮音等級 

・LH 値（=Heavy weight）：歩行音や子どもがジ 

ャンプする音などの 

重量床衝撃音に対する遮音等級 

 

それぞれの等級は「L-45」「LL-40」「LH-55」

のように、数字とセットで表記します。「下の階で聞

こえる音」を基準にしているため、数字が小さいほど

遮音性能が高いということです。マンションによっ

ては床材の遮音性能を L45 以上にすることを規定

しているところもあります。 

 

多くのリフォーム業者は後日のトラブルを避ける

ために高性能床材を勧めてくれます。その採否に関

わらずリフォーム後の音の責任はリフォームを発注

した住民になりますのでリフォーム依頼時は、これ

らを慎重に確認していく必要があります。 
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ホームページは 

こちらから→ 

マンション内設備からの音 

 

人が発する音だけでなく、マンション等の構造物

にはいろいろな音があります。例えば、何かの振動音

や、パイプスペースや排水管などを伝わってくる異

音があります。エレベーター室の周辺、機械式駐車場

の隣接部や埋設排水管の直ぐ上の住人は音が気にな

る可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

管理組合、管理会社に報告の上、対応を求めてい

きましょう。原因特定が困難な場合もあり、その際は

音調査の専門業者になどに依頼します。調査を行っ

て頂き、発生源を突き止め、それが分かれば、それな

りの対策などができると思います。機械であれば、振

動部のボルトの締め直し、パイプスペース内の空気

流れの調整などで解決できるケースもあります。大

きな費用を要する修繕が必要なケースも出て来るか

もしれません。 

 

音が気になりだしたら 

 

音は一旦気になりだすと頭を離れません。まして

や生活に起因する音は不定期に断続的に響いてきて、

非常にストレスとなります。音の発生場所と思われ

る住人はこちらの気持ちに気付いてないと思うと余

計に腹立たしくなります。しかし、ここはひと呼吸い

れましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「我慢できない、耐えられない」という気持ちの

ままで苦情を伝えに行くと感情的になり、言われた

方も突然のことで、言い争いになりかねません。管理

組合や管理会社から、住戸を特定せずに一般論とし

て注意喚起をしてもらいましょう。なかなか改善さ

れないケースもあり、直接、音の発生元と思われる住

人にお話しすることも構いませんが、最初は「お宅で

はないかもしれませんが」などを付けて、こちらの苦

しい状況などを理解して貰うのが良いかと思います。 

 固体伝搬音の場合、発生場所が想定と違う場合が

あり、誤解が生まれて逆にトラブルになったりしま

すので、注意が必要です。上階からの騒音について、

隣室の方が同様に被害を受けているかなどを聞いて

みるのも良いかもしれません。上階と思っていた発

生場所が実は隣室で、その問い合わせによって改善

があるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

一般に集合住宅に住む者という意識があるご家庭

であれば、改善があると思われます。そういうことを

意識しない方、もしくは、悪意のある方であれば改善

は難しく、音が気になっている住人としては将来の

訴訟などを意識して、音の記録を付けていくのが良

いでしょう。 

音の発生日時、頻度、１回当たりの持続時間、大き

さなどです。大きさについては、騒音測定器等での客

観的数値を含めたものがより良いです。 

江戸川区では簡易騒音計の貸し出し(※１)を行っ

ています。また継続するような場合は、それ程高価な

ものではないので、個人や管理組合での購入するの

も良いと思います。 

 

（※１）環境課相談係   

電話：03-5662-1996 

 

 

（貸出し数には限りがあります。また、マンション内のトラブルに

区が介入することはできません。） 
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音に関する法律 

日本では音に関する法律が定められています。主

なものとして以下のようなものがありますので、意

識しておくと良いかと思われます。 

 

表２．音に関連する法律 

法律 概要 

環境基本法 環境を保全するための基本的な法

律であり、騒音対策も含まれてい

る 

騒音規制法 騒音の発生を抑制するための規制

を定めた法律であり、工事や交通

に関する騒音が対象 

建築基準法 建物の設計や建築において騒音対

策が求められている 

 

ただし、マンションにおいては、建築基準法の対

象となるのは、空気伝搬音のみで固体伝搬音は対象

外です。また、界壁遮音性能については定めがありま

すが、上下階に関して定めがありません。よって、遮

音性能についての判断基準としては、建築基準法に

適合していれば十分、とはいえない部分もあります。 

 

「建築基準法に則っています」だけを声高に言う

デベロッパーやリフォーム業者には注意が必要です。 

 

マンション騒音関連の裁判 

 

音に関する裁判では、原告（音が気になっている

住人）が被告（音の発生場所と思われる住人）に勝訴

するケースが少ないです。共同住宅でのトラブルに

ついては、立場が逆転することもあり「お互い様」の

考えが働いて、その音が、受忍限度を超えるか否かが

議論となります。受忍限度を超えることを立証する

のが難しいケースが多いです。先に上げた記録を付

けるのと合わせて、音が原因で家族の体調に変化が

生じた場合には、その記録（不眠、頭痛、通院、投薬

など）も残しておきましょう。 

 

また、これは誰にでも可能性がありますが音の発

生場所になりそうな場合は、そうならない努力をし

ていること、具体的には前記の「音の発生場所になら

ないために」を実践していることを記録していくこ

とも有効です。 

 

最後に 

本文章内で幾つか管理組合の対応を記載しました

が、最後にもう１つ、管理組合としての予防策をご紹

介しましょう。 

マンションの住民がコミュニケーションをとるこ

と、とりやすい状況を作ることが音の問題を大きく

しないことに繋がります。顔見知りになり、相手を理

解し、相手を思いやるなど、お互い意識しあうこと

で、トラブルは半減すると思われます。例えば、新し

い係を輪番で作る時には、上下階の方が同じグルー

プとなるようにするのもいいでしょう。音の問題と

は違う話ですが、漏水事故があった時も、上下階で普

段からコミュケーションがあることで対応がずいぶ

ん変わってくるでしょう。検討してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震マークを貼っていますか？ 

東京都は、都内の建築物を対象に「東京都耐震マ

ーク」を交付しています。所定の申請書類を提出

すると、無料で事務局から郵送されます。ご希望

する場合はホームページを参考にしてください。 

 

 

 

ホームページはこちらから↑ 



- 8 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のお問い合わせ先・申込先：都市開発部建築指導課耐震化促進係 

電話５６６２－６３８９ 

 

 

 

複数の管理組合が合同で実施する勉強会・交流会に講師として専門家を招く場合、区が講師謝礼をお

支払いします。限度額は、講師一人一回につき３万円（役職・資格などにより異なります）です。代表

者を決めて、開催日の３週間前までに申請してください。詳細はお問い合わせください。 

 

 

相談日時：毎月第４土曜日 １３時～１６時（受付は１５時まで） 

相談場所：グリーンパレス２F 相談室（グリーンパレスへの問い合わせはご遠慮ください。） 

定  員：3 組（予約優先・当日受付可）※３営業日前までにご予約ください。 

マンション管理士による無料相談会 

江戸川区内マンション交流支援専門家派遣制度 

 ご意見をお寄せください  

 

耐震化促進係 ＴＥＬ ５６６２－６３８９       江戸川区ホームページより検索できます 

       ＦＡＸ ５６６２－１１１８    

 

【編集委員】 志賀直哉（東葛西） 杉山一久（春江町） 中村博幸（中葛西）  

増渕裕史（西葛西） 眞舩常雄（西葛西）  （五十音）順 

 

検索 

 

 

 

区内の分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替え又は改修を支援するため

に、（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイザ

ー制度」又は「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用する管理組合等に対し

て、派遣料の一部を助成します。助成額は、派遣料の３分の 2（千円未満知り捨て）です。

必ず、派遣の申込前に区に助成申請してください。詳細は下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成制度についての問合せ・助成の申し込み先】 
都市開発部建築指導課耐震化促進係  電話 5662-6389 

【管理、建替え・改修アドバイザー制度（実施内容）に関する問い合わせ、申し込み先】 

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課 電話 5989-1453 

マンションアドバイザー制度利用助成のご案内 

 

＜制度の流れ＞ 

まちづくり
センター

事前相談 派遣申請 支払 派遣通知 派遣

区 　 助成申請 助成決定
完了報告書兼
交付申請 交付決定

助成金
振込

 


